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当社執行役の業績連動型株式報酬額の決定に関するお知らせ 

 

本日（2019 年 5 月 23 日）開催の報酬委員会等において、当社執行役への業績連動型株式報酬制

度（以下、「本制度」という。）の継続及び 2018 年度の株式報酬額（本制度として採用する役員報酬

BIP（Board Incentive Plan）信託（以下、「BIP 信託」という。）に対し拠出する信託金の金額）を

決定しましたので、信託の内容について、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

 １．信託契約の内容 

(1) 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託（他益信託） 

(2) 信託の目的 執行役に対するインセンティブの付与 

(3) 委託者 当社 

(4) 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

（共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 

(5) 受益者 執行役のうち受益者要件を充足する者 

(6) 信託管理人 当社と利害関係のない第三者（公認会計士） 

(7) 信託契約日 2019年6月3日（予定） 

(8) 信託の期間 2019年6月3日（予定）～2022年8月末日（予定） 

(9) 制度開始日 2019年6月3日（予定） 

(10) 信託金の金額 785,244千円（信託報酬・信託費用を含む。）※ 

※上記の信託金の金額には、既存のBIP信託から承継する残余財産を 

含みます。 

(11) 取得株式の種類 当社普通株式 

(12) 株式の取得方法 株式市場から取得 

(13) 株式の取得時期 2019年6月4日（予定）～2019年6月21日（予定） 

(14) 帰属権利者 当社 

(15) 議決権行使 行使しないものとします。 

(16) 残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得

資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。 

 

 ２．信託・株式関連事務の内容 

(1) 信託関連事務 三菱UFJ信託銀行株式会社がBIP信託の受託者となり信託関連事務を

行う予定です。 

(2) 株式関連事務 三菱UFJモルガン･スタンレー証券株式会社が事務委託契約書に基づき

受益者への当社株式の交付事務を行う予定です。 

（注）上記に記載した事項以外の本制度の詳細につきましては、2015年5月28日に「当社執行役報酬

制度の改定に伴う業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」で開示しております。 

以 上 

 


